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１．保健事業実施計画（データヘルス計画）の概要

（１）計画の背景・目的及び中間評価の趣旨

近年、レセプト等の電子化の進展、国保データベース等の整備により、保険者が健康や

医療に関する情報を活用して被保険者の健康課題の分析、保健事業の評価等を行うための

基盤の整備が進んでいます。

このような中、「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」（平成１６年

厚生労働省告示第３０７号）の定めるところにより、市町村においてデータヘルス計画の

策定が義務付けられました。

「データヘルス計画」とは、保険者が効率的かつ効果的な保健事業の実施を図るため、

特定健康診査（以下「特定健診」という。）等の結果、レセプトデータ等の健康・医療情報

を活用して、ＰＤＣＡサイクル※に沿って、国民健康保険被保険者の個々の健康の保持増進

や生活習慣病の重症化予防を目的として、運用するものです。

当村でも、「第１期データヘルス計画」及び「第２期特定健診等実施計画」の次期計画と

して、平成３０年３月に、平成３０年度から平成３５年度（令和５年度）までの６年間を

計画期間とした「第２期データヘルス計画」及び「第３期特定健診等実施計画」を一体的

に策定し、保健事業を展開してきたところです。

「第２期データヘルス計画」及び「第３期特定健診等実施計画」の策定にあたっては、

前期計画の評価と改善を行い、被保険者のさらなる健康保持増進を目指して、取り組むべ

き課題や各種保健事業の目標等を設定しています。

今回は、計画の策定から３年が経過し、中間見直しを行う時期となったことから、計画

が軌道に乗っているかを確認し、滞っている場合は改善策等を検討し、目標達成に向けて

の方向性を見いだすことを目的として中間評価を行いました。

中間評価に当たっては、計画を構成する個別の保健事業について、目的・目標の達成状

況・指標のあり方などについて評価を行い、今後の３年間で取り組むべき課題や目標等に

ついて見直し、整理しています。

※ PDCAサイクルとは、Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Act（改善）の４つのサイクルで、
実効性を高めていくもの。事業活動を円滑に進める手法の一つ。

（２）計画期間

計画期間については、健康保持の推進及び医療の効率的な推進に関し国や秋田県が定め

る 「第３期医療費適正化計画」、当村の「健康ひがしなるせ２１計画」との整合性を図る

ため、６ヵ年計画とし、平成３０年度から令和５年度までとします。

（３）実施体制・関係者連携

計画策定に当たり、健康管理担当、介護保険担当との内部連携を図り、また、東成瀬村

国保運営協議会による評価、秋田県国民健康保険団体連合会（以下「連合会」という。）に

よる支援を受けて策定しています。
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２．東成瀬村の現状

（１）人口構成

東成瀬村の人口構成は、７５歳以上の後期高齢者の割合が県平均より高くなっています。

高齢化率は３９．９％となっています。

出典：ＫＤＢ 地域の全体像の把握(Ｒ元年度（累計)）

各年代の人口構成

出典：東成瀬村年齢別人口令和２年１２月３１日現在
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（２）平均寿命と健康寿命

平均寿命※1、健康寿命※2とも県よりやや高くなっています。

出典：ＫＤＢ 地域の全体像の把握(Ｒ元年度（累計))
※1 平均寿命＝平均余命（「平均自立期間」を算定する過程において算出した０歳時点の平均余命）

※2 健康寿命＝平均自立期間（日常生活動作が自立している期間の平均、「要介護２」以上を「不健康」として算出）

（３）主要死因

標準化死亡比を見ると、男性では脳内出血、消化器がんによる死亡、女性は胃がんによ

る死亡が多くなっています。

出典：秋田県健康づくり支援資料集（令和２年１２月、対象年度：平成 25～29年）
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（４）介護の状況

令和元年度の介護保険の認定率は２０．２％であり、県、国と同程度または低くなって

います。しかし、１件あたりの介護給付費は高くなっています。

出典：ＫＤＢ 地域の全体像の把握(Ｒ元年度（累計))

要介護者認定者の有病状況をみると、糖尿病、高血圧症、心臓病、筋・骨格、精神にお

いて県よりも高くなっています。

要介護認定者の有病状況

出典：ＫＤＢ 地域の全体像の把握(Ｒ元年度（累計))

東成瀬村 県 国

介護認定率（％） ２０．２％ ２１．３％ １９．６％

介護給付費（円） ８８，８４３円 ７８，９７９円 ６１，３３６円

令和元年度 東成瀬村 県

糖尿病 ２３．４％ ２１．６％

高血圧症 ６０．０％ ５３．２％

脂質異常症 ２９．８％ ３１．７％

心臓病 ６５．１％ ６０．５％

脳疾患 ２２．２％ ２４．７％

がん ７．７％ １０．９％

筋・骨格 ６１．７％ ５２．７％

精神 ４０．３％ ３９．３％

認知症（再掲） ２５．６％ ２３．７％

アルツハイマー病 ２３．６％ １９．８％
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３．東成瀬村国保の状況

（１）被保険者の状況

村民に対する被保険者の割合、被保険者のうち６５歳以上の高齢者の割合ともに、県よ

りもやや低くなっています。

出典：ＫＤＢ 地域の全体像の把握(Ｒ元年度（累計))

年齢別国保被保険者 若年で少なく、社保の喪失に伴い６０歳以上で増加しています。

出典：ＫＤＢ 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題（Ｒ元年度（累計)）

（２）国保医療費

一人当たりの医療費は、県の平均が増加傾向を示しているのに比べ、それよりも低い水

準で推移しています。

一人当たり医療費の推移（円）

出典：ＫＤＢ 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題（Ｒ元年度（累計)）
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４．主な疾患等の状況

（１）生活習慣病の状況

生活習慣病における医療費の割合をみると、年度で増減はありますが、がん、精神、筋・

骨格が多く、医療費全体の約６割を占めています。

出典：ＫＤＢ 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題（Ｈ２９年度～Ｒ元年度（累計））

生活習慣病のレセプトを分析すると、高血圧症で治療している方が５４．８％、脂質異

常症で治療している方が５１．６％、糖尿病で治療している方が２６．７％となっていま

す。特に脳血管疾患、虚血性心疾患、糖尿病性腎症では、高血圧、糖尿病、脂質異常症の

疾患を併せ持つ方が多くなっています。

出典：ＫＤＢ 厚労省様式３（様式３－１、３－５、３－６）
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（２）糖尿病の状況

糖尿病の合併症では、特に糖尿病性腎症の患者数が多くなっています。

出典：ＫＤＢ 医療費分析（１）細小分類（Ｈ２９年度～Ｒ元年度（累計））

糖尿病合併症新規患者数では、網膜症患者が減少傾向にあり、いずれも県と同程度です。

出典：ＫＤＢ 医療費分析（１）細小分類（Ｈ２９年度～Ｒ元年度（累計））

（３）人工透析の状況

国保の被保険者における人工透析患者は、令和元年度以降０名となっています。しかし、

人工透析に係る過去の医療費をみると、１年間で１名につき平均約６６０万円と高額であ

り、患者の増加が医療費の大幅な増加につながるため、重症化予防が重要です。

出典：ＫＤＢ 市区町村別データ（Ｈ２９年度～Ｒ元年度（累計））

参考：人工透析患者１人あたり医療費 6,569,135円（Ｈ28年 12月診療からＨ29年 11月診療分レセプト

データより）

0

5

10

15

20

25

30

35

人
数
（
人
）

糖尿病性腎症 糖尿病性網膜症 糖尿病性神経症

患者千人あたり糖尿病合併症患者数（有病）

Ｈ29

Ｈ30

Ｒ元

Ｈ29県

Ｈ30県

Ｒ元県

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

人
数
（
人
）

糖尿病性腎症 糖尿病性網膜症 糖尿病性神経症

患者千人あたり糖尿病合併症新規患者数

Ｈ29

Ｈ30

Ｒ元

Ｈ29県

Ｈ30県

Ｒ元県

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

東成瀬村 ０．４％ ０．３％ ０．１％ ０．０％

県 ０．３％ ０．３％ ０．３％ ０．３％



8

（４）後発医薬品普及状況

国保連合会提供の数量シェア集計では、令和２年１月から１２月診査分の１２ヶ月の数

量ベースで８１．６％となっています。

現在、後発医薬品に切り替えた場合に医療費が３００円以上安くなる方に対し、差額通

知を年２回送付しており、今後も継続して実施します。

（５）特定健診保健指導の状況

特定健診の受診率は、平成２８年度から減少ののちほぼ横ばいで推移しています。特定

保健指導の利用率には年度により大きく増減がありますが、半数以上が利用しておらず、

国の掲げる目標値（６０％以上）に到達していないのが現状です。

受診率利用率の推移

出典：ＫＤＢ 地域の全体像の把握（Ｈ２８年度～Ｒ元年度（累計））

年代別の受診率をみると、若年者で低く、６５歳以上の高齢者で高くなっています。加

入者の割合が高くなる５５歳から６４歳までの受診率も伸び悩んでいます。若年層におい

て女性の受診率が低いのも特徴です。

出典：ＫＤＢ 厚労省様式３（様式５－４）（Ｒ元年度）

健診において基準値を超えた受診者の割合をみると、男女とも、ＢＭＩは県平均より高

く、腹囲は低くなっています。メタボ該当者は県平均より低く、メタボ予備軍の割合は県

平均より男性では低く、女性は県と同程度なっています。
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出典：ＫＤＢ 地域の全体像の把握（Ｒ元年度（累計)）

質問票から見えた生活習慣の課題として、生活習慣を改善する意欲のない方の割合が依

然多く、毎日飲酒する方、喫煙者の割合もほぼ横ばいであり、県の平均より高くなってい

ます。毎日３合以上飲酒する方の割合も県の平均を上回っています。

出典：ＫＤＢ 地域の全体像の把握（Ｈ２９年度～Ｒ元年度（累計））

受診勧奨の状況を県と比較してみると、受診勧奨者率はやや高く、医療機関受診率はほ

ぼ同程度で推移していますが、未治療率も県に比べて高いのが特徴です。

出典：ＫＤＢ 地域の全体像の把握（Ｈ２９年度～Ｒ元年度（累計））
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５．保健事業の実施計画

（１）第１期計画の評価

第１期計画の保健事業の目標、実施内容及び結果は以下のとおりです。

目 標 指 標 結 果

・特定健康診査受診率、特定

保健指導実施率の向上

・受診勧奨者の医療機関受診

率、未治療率の低下

・特定健康診査受診率

平成２８年度：６６％

・特定保健指導実施率

平成２８年度：３６％

・受診勧奨者医療機関非受診

率

平成２８年度：７．５％

・未治療率

平成２８年度：８％

特定健康診査受診率

平成２８年度：６８．２％

特定保健指導実施率

平成２８年度：３９％

・受診勧奨者医療機関非受診率

平成２８年度：９．６％

未治療率

平成２８年度：１３．０％

・特定健診の問診結果で、大

量飲酒３合以上の者、喫煙

者、就寝前に食事を摂る者の

割合が減少する

平成２９年の特定健診の問

診結果より

・３合以上飲酒する方の割

合：１０％

・喫煙する方の割合：１６％

・週３日以上就寝前に食事を

摂る方の割合：２５％

平成２９年の特定健診の問診結

果より

・３合以上飲酒する方の割合：

８．８％

・喫煙する方の割合：１７．７％

・週３日以上就寝前に食事を摂

る方の割合：２１．９％

・がん検診受診率向上、がん

検診精密検査受診率向上

がん検診受診率

Ｈ２８年度 胃３３．０％

肺３３．０％

大腸５８．０％

がん検診精密検査受診率

Ｈ２８年度 胃９０．０％

肺８３．０％

大腸６０．０％

がん検診受診率

Ｈ２８年度 胃３３．８％

肺２０．２％

大腸６３．９％

がん検診精密検査受診率

Ｈ２８年度 胃９１．８％

肺６６．６％

大腸８０．７％

自殺者の減少（自殺死亡率：

人口１０万人当たりの自殺

者数）

平成２９年の自殺死亡率０ 平成２９年の自殺死亡率７８．１
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特定健診の受診率は目標を達成し、特定保健指導の利用率は上昇しましたが、受診勧奨

者医療機関非受診率及び未治療率が高くなっています。生活習慣の状況についても、ほぼ

横ばいでした。

がん検診の受診率は種類によって増減があり、精密検査においても、種類によって増減

がありました。

自殺死亡率も高くなっていますが、当村は人口が少なく、統計上の増減が著しくなるた

め、長期的にデータを集計し分析していく必要があります。

（２）東成瀬村の課題

・特定健診の受診率は６０％を超えているが、特定保健指導利用率は伸び悩んでいる

・医療費が年々増加しつつあるため、医療費の抑制が必要

・生活習慣改善に対する意識が低い

・自殺死亡率が高い

このような課題及び第１期計画の評価をふまえ、第２期計画では引き続き村民及び被保

険者が若い年代から健康意識を高め、健康づくりや検診の必要性を認識し、健康づくり、

健診受診、健診結果に応じた保健行動をとることができるようになることを目的とした事

業を実施し、生活習慣病の予防、生活の質の向上、健康寿命延伸、医療費適正化を目指し

ます。また、自殺予防や介護予防にも併せて取り組んでいきます。

（３）目標設定

１）短期目標の設定

・特定健診の受診率、特定保健指導の利用率の向上を目指します。

指標：令和５年度の特定健診受診率：６５％

特定保健指導利用率：３０％

・脳血管疾患、虚血性心疾患、慢性腎不全における共通のリスクとなる、高血圧症、糖

尿病、脂質異常症等を減らしていくことを目指します。

指標：糖尿病の患者千人あたり糖尿病合併症患者数の減少

・生活習慣病に対する意識を向上させ、生活習慣改善に取り組む人を増やします。

指標：特定健診の質問票において生活習慣改善の意欲のない人の割合：４０％以下

２）中・長期目標の設定

医療費が高額となる疾患の減少、健康寿命の延伸、被保険者の生活の質の向上を目標

とします。また、生活習慣病重症疾患の減少、ジェネリック医薬品の普及、重複・頻回

受診の改善等により、医療費の伸びの抑制を目指します。

指標：人工透析患者率の減少

健康寿命の延伸

標準化死亡比の減少
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（４）実施計画と目標、指標

事業名 事業の目的・概要 対象者 実施体制
アウトプット

（事業実施量）

アウトカム

（事業の成果）

特定健康診査受

診勧奨

検診説明会での受診勧奨

新たに国保加入した方に受診

勧奨を行う。

追加検診前に、受診票とともに

受診勧奨の通知を配布する。

40歳から
74歳の被
保険者

保健師

国保担当

結核予防婦

人会

検診説明会の開催各地区１回（４月）

新規国保加入者へチラシ配布（随時）

追加検診前の受診勧奨 １回（９月）

令和４年度特定健診受診

率：６５．０％

特定保健指導の

利用勧奨

勧奨通知とともに電話での利

用勧奨を行う。

被保険者

(対象者)
保健師 未利用者全員に通知１回（１１月） 令和４年度特定保健指導

利用率：３０．０％

受診勧奨者のう

ち未受診者に対

する受診勧奨

レセプトの確認と、未受診者に

対する受診勧奨を実施する。

被保険者

(対象者)
国保担当

保健師

未受診者に対する通知 毎年度１回

（１２月）

受診勧奨後の受診者５％

糖尿病重症化予

防事業

糖尿病の未治療者に対する健

康教育を実施する。

被保険者

(対象者)
国保担当

保健師

面談の実施 対象者全員(１月) 対象者の受診率１００％

医療費通知 被保険者に自身の医療費を把

握してもらうことを目的に、医

療費通知を送付する。

受診被保

者

国保担当 医療費通知 年６回（奇数月） －
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事業名 事業の目的・概要 対象者 実施体制
アウトプット

（事業実施量）

アウトカム

（事業の成果）

ジェネリック医

薬品差額通知、

希望カード配布

ジェネリック医薬品の普及

率向上を目的にカード配布

と差額通知を送付する。

対象被保

者（ 300
円以上の

差額）

国保担当 カード配布 年１回 （保険証更新時

や国保加入時）

差額通知 年１回（１月）

使用割合 ８０％

重複・頻回受診

者対策

重複受診者及び頻回受診者に

対して健康相談を実施し医療

費の適正化を図る。

被保険者 国保担当

保健師

健康相談の実施 毎年２人（１月） 健康相談後の適正受診者

対象者全員

健康展での啓発 村の産業祭会場で、生活習慣病

予防のための啓蒙普及を行う。

全村民 国保担当

保健師

年１回（１０月） 生活習慣を改善する意欲

のない方の割合低下

健康管理応援事

業の実施

血圧計、体重計、万歩計などの

健康管理機器を貸し出し、記録

の方法等も指導する。

全村民 保健師 利用者１０人（８月） 事業終了時体重等の改善

者３人

健康課題の周知 村の健康課題について、村民に

周知する機会をつくる。

全村民 保健師

国保担当

啓発・周知の実施 年間 2,000 人 健康寿命の延伸

心の健康づくり

事業の実施

各団体を対象に啓発活動を展

開する。

全村民 保健師

のぞみの会

実施団体 年間４団体 令和４年度の自殺死亡率

０
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６．第３期特定健康診査等実施計画

国が定める特定健康診査等基本指針に示された目標値を参考に、第２期計画期間及び平

成 30年度、令和元年度の実績を踏まえ、目標値を下表のとおり設定します。
（１）目標設定

（※Ｈ30年度及びＲ元年度については実績値、Ｒ２年度については実績見込を掲載）

（２）対象者数

１）特定健康診査

特定健康診査の対象者は実施年度中に４０～７４歳になる村国保被保険者で、かつ当該

実施年度の一年間を通じて加入している者のうち、施設入所者等の除外対象者（国が定め

る実施基準（以下実施基準という。）に基づき告示で定める者）に該当しない者となります。

特定健康診査等対象者数見込み

（※Ｈ30年度及びＲ元年度については実績値、Ｒ２年度については実績見込を掲載）

２）特定保健指導

特定保健指導の対象者は腹囲が８５ｃｍ以上の男性もしくは９０ｃｍ以上の女性または

ＢＭＩが２５以上の東成瀬村国保被保険者のうち、血糖、脂質、血圧が実施基準に基づき

告示で定める値を超える者となります。

また、追加リスクの多少と喫煙歴の有無によって、動機付け支援または積極的支援いず

れかの対象となります。

特定保健指導対象者見込

（※Ｈ30年度及びＲ元年度については実績値、Ｒ２年度については実績見込を掲載）

H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
特 定 健 診

受 診 率
62.9％ 63.4％ （57.1％） 65.0％ 65.0％ 65.0％

特定保健指導

利 用 率
32.1％ 28.6％ （52.0％） 30.0％ 30.0％ 30.0％

H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
対象者数 ４３１人 ４０２人 （４６４人） ４２０人 ４１５人 ４１０人

目 標

受 診 率
62.9％ 63.4％ （57.1％） 65.0％ 65.0％ 65.0％

目 標

受診者数
２７１人 ２５５人 （２６５人） ２７３人 ２７０人 ２６７人

H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
対 象 者 数 ２８人 ２８人 （２５人） ２７人 ２７人 ２７人

目標利用率 32.1％ 28.6％ （52.0％） 30.0％ 30.0％ 30.0％
目標利用者数 ９人 ８人 （１３人） ８人 ８人 ８人
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（３）実施方法

Ⅰ 特定健康診査

１）実施場所

集団健診は村内各地区で実施し、総合検診としてがん検診（婦人科以外）、肝炎ウイル

ス検診の同時実施を継続します。

個別健診は、秋田県内の協力医療機関との委託契約により継続します。

２）実施項目

実施項目は「標準的な健診・保健指導プログラム」に基づき、以下のとおりとします。

① 基本的な健診の項目

ア 質問項目

イ 身体計測（身長、体重、ＢＭＩ、腹囲）

ウ 理学的検査（身体診察）

エ 血圧測定

オ 血中脂質検査

カ 肝機能検査

キ 血糖検査

ク 尿検査

② 詳細な健診の項目

ア 心電図検査

イ 眼底検査

ウ 貧血検査（赤血球数、血色素数（ヘモグロビン値）、ヘマトクリット値）

③ 追加項目

血清クレアチニン検査

尿酸検査

心電図検査（集団検診のみ）

３）実施時期

総合検診は６月から７月、追加検診は９月の、村が指定した日に実施します。

具体的な日時については毎年一覧表を作成して公表します。

個別健診は６月から年度末までの間で、医療機関にて定める日に実施します。

４）実施方法

集団健診、個別健診とも外部委託により実施します。

外部医療機関については社会保険診療報酬基金に登録されている実施機関で、実施基準

に基づき告示で定める基準（以下「外部委託基準」）を満たす医療機関を選定し、契約を締

結します。

なお、費用決済や各種データの管理等事務処理代行機関については外部委託基準を満た

す機関として連合会を指定し、契約を締結します。
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５）周知方法

検診説明会や検診対象者調べとともに配布する検診の案内チラシ、広報、ホームページ

への掲載により行います。

また、受診勧奨用紙等は結核予防婦人会を通じて配布します。

９月の追加検診前には未受診者に対し再度受診勧奨用紙を配布します。

６）他の健診受診者のデータ収集方法

① 人間ドック受診者

ドック受診者は特定健康診査も受診したとみなすこととし、特定健康診査の案内、ドッ

ク助成事業の通知時にその旨を明記します。

② 医療機関を通じたデータ収集

かかりつけの医療機関に通院している方については、村からの受診勧奨に加え、かかり

つけ医から受診勧奨をしていただく方法、また、診療情報提供書により健診データの受領

を進めていきます。

③ その他

その他のデータ提供元やデータ受領体制について、引き続きその可能性を検討していく

こととします。

Ⅱ 特定保健指導

１）実施場所

村役場庁舎、保健センター、及び各地区会館等で実施します。

２）実施内容

実施項目は「標準的な健診・保健指導プログラム」に定められている内容とします。

３）実施時期

通年実施します。

４）実施方法

村保健師が実施します。

５）周知方法

検診説明会や検診の案内チラシ、広報、ホームページへの掲載により周知するほか、対

象者には個別に通知します。個別通知後利用申し込みのなかった方には、再度勧奨します。
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７．計画の評価・見直し

計画の評価は毎年実施します。東成瀬村国保運営協議会に事業内容や実績を報告して評

価を受け、その結果を次年度以降の個別事業に反映し改善していきます。

令和２年度には中間評価による計画全体の見直しを行っており、令和５年度には、計画

に掲げた目標の６年間の達成状況の評価を行い、それを踏まえて次期計画に向けた見直し

を行います。また、必要に応じて連合会の保健事業支援・評価委員会における第３者評価

を受けます。

８．計画の公表・周知

策定した計画は、東成瀬村の広報誌やホームページに掲載し、公表・周知します。

９．個人情報の保護

個人情報の取り扱いは、東成瀬村個人情報保護条例によるものとします。

10．地域包括ケアに係る取り組み及びその他の留意事項
医療・介護・保健・福祉・住まい・生活支援など、村民が地域で生活していくうえでの

諸課題等についての議論の場に国保保険者として参加し、地域で被保険者を支える連携の

促進を図ります。


